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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫

特許権侵害差止等請求控訴事件
（「光照射装置」特許（特許第4366431号）特許権侵害差止等請求事件）［上］（全２回）

－令和２年（ネ）第10004号、令和２年９月30日判決言渡－
（原審・大阪地方裁判所平成29年（ワ）第7532号）

１　原審判決に対する控訴理由
原審判決に対して、一審原告は、損害賠償請求を一部棄却した部分につき、特許請求の範囲を減縮し、

損害額を減額し、原判決には特許法102条２項の覆滅事由に係る判断に誤りがあるとして、一審原告敗
訴部分のうち、控訴の趣旨の限度で（内訳は別紙原告主張損害額算定表のとおり）、原判決を不服とし
て控訴を提起した。なお、原審係属中に２度にわたる訂正請求（一次訂正）及び再訂正（二次再訂正）
を行い、いずれも訂正は認容され、確定している（再訂正を認める審決（「本件訂正審決」）がされ、本
件訂正審決は、平成30年６月25日に確定している。）。
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